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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月２日（火） ０８時３０分ごろ 

発生場所 友ケ島水道 和歌山県和歌山市沖ノ島南西方沖 

 和歌山市所在の友ケ島灯台から真方位２２３°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.６′ 東経１３４°５９.７′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 幸福
こうふく

丸、２.６トン 

   ＷＫ３－２０１９３（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０kＷ、昭和６３年１１月８日 

Ｂ プレジャーモーターボート ＷＯＲＫＳ
ワ ー ク ス

、５トン未満 

   ２８１－３４９８０兵庫、個人所有 

   ９.０２ｍ（Lr）×２.４２ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２１０kＷ、平成９年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月１１日 

    免許証交付日 平成２１年６月２４日 

           （平成２６年８月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年９月２２日 

    免許証交付日 平成２１年４月２７日 

           （平成２７年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口 

Ｂ 右舷船尾部外板大破 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、沖ノ島南西方沖において、釣り場を

移動するため、約１０.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

手動操舵により北東進を開始した。 

 船長Ａは、舵輪の後方に立って操船に当たり、左舷方から接近するＢ船

を認めたが、Ａ船の進路を避けるものと思い、船首方を見て航行を続け

た。 

 Ａ船は、同じ速力で北東進中、平成２２年１１月２日０８時３０分ごろ
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Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、沖ノ島南西方沖において、釣り場を

移動するため、約８.５knの速力で手動操舵により南東進した。 

 船長Ｂは、舵輪の後方にある椅子に腰を掛けて操船に当たり、右舷船首

方に漁船群を認め、漁船群の中にいたＡ船が、進路を東方に向けて発進し

ているのを視認した。 

 船長Ｂは、０８時２９分ごろ、Ａ船が、自船に向けて接近してくるのを

認め、何かを注意しに来るのかと思って注視していたところ、Ａ船の進路

がＢ船の後方に変わったように見えたので、Ａ船の船首方を通過できるも

のと思い、視線を船首方に移して続航中、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、本事故後、自力で帰航していたが、船首部を残して水没し、船

長Ｂは、水没する前に付近を航行中の釣り船に救助された。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、それぞれ海上保安庁に本事故の通報を行った。 

 気象・海象 気象：天気 薄曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 約１.８knの南流 

 その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、沖ノ島南西方沖を北東進中、船長Ａ

が、左舷方から接近するＢ船がＡ船の進路を避け

るものと思い込み、船首方を見て航行していたこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、沖ノ島南西方沖を南東進中、船長Ｂ

が、Ａ船がＢ船に接近してくるのを認めたが、Ａ

船の進路がＢ船の後方に変わったように見え、Ａ

船の船首方を通過できるものと思い込み、視線を

船首方に移して航行を続けたことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、沖ノ島南西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南東進

中、船長Ａが、左舷方から接近するＢ船がＡ船の進路を避けるものと思い

込み、船首方を見て航行し、また、船長Ｂが、Ａ船の船首方を通過できる

ものと思い込み、視線を船首方に移して航行を続けたため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・互いに進路を横切って接近する場合、適切な見張りを行い、衝突のお

それがあるかどうかの判断を速やかに行い、海上衝突予防法の航法規

定を遵守して航行すること。 

 ・航行中は、他船の進路が自船の後方に変わったように見えても、他船

が避けてくれるとの思い込みをせず、安全に通過するまで、その動静

を監視すること。 

 




